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１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

0.00273 千 ／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

料金体系

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～ 年度

事業の現況

別添１－2

姶良市水道事業経営戦略
【改定版】

団 体 名 ： 姶良市

事 業 名 ： 姶良市水道事業

供 用 開 始 年 月 日 昭和30年3月 計 画 給 水 人 口 78,900

法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

法適（全部）
現 在 給 水 人 口 77,529

有 収 水 量 密 度 22,640/8,300

水 源 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

施 設 数
浄水場設置数 16

管 路 延 長 572,570

千ｍ配水池設置数 32

施 設 能 力 42,890  ／日 施 設 利 用 率 58.7

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

【料金体系】
  料金体系は「口径別基本料金＋段階別従量料金（逓増従量料金）」となっています。
【料金体系の趣旨】
  口径別料金の基本水量超過分については、使用水量が多いほど負担を重くし、小口使用者の負担軽減を図っ
ています。

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

平成　29　年　4　月　1　日

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他

13 450 10 までの分 85
20 800 10 を超え30 までの分 130
25 1,200 30 を超え50 までの分 140
30 1,500 50 を超える分 150
40 2,700 工事用水 250
50 5,000
75 10,000

100 15,000
演習用1栓につき使用時間５分ごとについて 600
基本料金は、口径40mmと同額とする。 600

85

私設消火栓
船舶給水
共同墓地

単価
（円）

料金
（円）

口径別
（mm）

基本料金
用途種別

従量料金（1 につき）

使用水量

専用給水
装置・供用
給水装置

一般用・臨
時用



④ 組　織

（２）

（３） 経営比較分析表等を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

年　度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元

給水人口 71,533 72,054 72,241 72,397 72,623 73,222 73,665 75,986 76,312

年　度 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

給水人口 76,806 77,056 77,366 77,529 77,672 77,815 77,841 77,830 77,827

【定員の適正化】
　市町村合併後、定員の適正化に取り組みました。また、サービス低下をまねかないよう充分配慮しながら、総合支所に配置していた水道係を
廃止して職員を減じ、事務事業の見直しに努めました。

【簡易水道の統合】
　令和2年度より、簡易水道事業を上水道事業と統合することで効率的な経営体制を図りました。また、簡易水道係を浄水係に統合し業務の効
率化と人件費等の削減に取り組みました。（職員１名減）

【民間活用】
令和元年度より、窓口業務等を民間会社に委託し、業務の効率化と人件費等の削減に取り組みました。（職員５名減）

【料金改定】
　市町村合併以降、各地域で異なっていた水道料金と給水負担金を統一し、経営基盤の強化に努めました。

【市民サービスの取り組み】
　時間制限のないコンビニ収納を実施し、納入場所の拡大や利便性を高め、お客様サービスと収納率の向上を図りました。また、令和3年度よ
り、キャッシュレス決済により収納できるようになりました。

令和４年度の経営状況は、経営比較分析表（P7）に示すとおりです。（鹿児島県HPより）

給水人口の予測

　行政区域内人口及び計画給水人口については、「姶良市人口ビジョン・平成28年2月」及び「姶良市第9期介護保険事業計画・高齢者保健福
祉計画・令和6年3月）の推計値を基本とし、令和4年度までの実績値等を活用し補正しました。本市の行政区域内人口は現在、若干増加の傾
向にありますが令和８年度をピークに僅かながら減少に転じると予測されます。平成30年度から給水人口が急に増加しているのは簡易水道の
給水人口を加えたためです。

令和5年4月1日　現在

　現在の組織体制は、平成31年4月より窓口業務等を民間委託し、上下水道お客さまセンターの開設に伴い管理課業務係を廃止しました。ま
た、令和2年4月より簡易水道事業を上水道事業に統合したことにより、簡易水道係を浄水係に統合しました。そして、下水道事業が地方公営
企業法を全部適用したことから、水道事業と組織統合し管理課の配下に下水道係を配置したことにより、水道事業部は17名となり、そのうち水
道事業関係職員は15名となっています。

これまでの主な経営健全化の取組
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（２）

1日当たりの平均有収水量

年　度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元

有収水量 21,863 21,824 22,074 21,753 21,601 21,741 21,868 22,588 22,489

年　度 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

有収水量 22,912 22,766 22,640 22,774 22,854 22,871 22,878 22,875 22,874

（３）

水需要の予測

　有収水量については、給水人口の補正値と令和４年度までの実績値を活用し補正しました。給水人口が令和８年度をピークに僅かながら減
少に転じると予測されることから、それにより水需要も減少する見込みです。また、有収水量内訳は生活用水が約80％で業務営業用水が17％
となっています。
　なお、平成27年度の実績値は凍結破損によるもので、異常値として取り扱います。

料金収入の見通し

　水道料金収入は有収水量が令和8年度をピークに減少に転じると同じく減少し続けていくことが予想されます。今回の策定期間内は現在の料
金設定のまま料金改定の必要ありませんが、将来的な料金収入を見通し、将来需要を見込んだ経営を図りながら、必要に応じて料金改定を
検討していくことを検討します。
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（４）

単位：百万円

区分 2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049 2054 2059

健全資産 7,165 5,749 4,997 3,700 2,732 1,840 1,399 1,052 615

経年化資産 1,266 1,898 2,485 2,627 2,673 2,616 2,644 2,334 2,210

老朽化資産 402 1,186 1,351 2,506 3,428 4,376 4,790 5,447 6,008

計 8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 8,832 8,833 8,833 8,833

単位：km

区分 2019 2024 2029 2034 2039 2044 2049 2054 2059

健全資産 462.9 432.4 411.0 364.4 314.9 252.8 207.1 145.0 76.9

経年化資産 103.2 132.4 122.3 130.3 151.1 180.7 200.2 226.1 278.7

老朽化資産 0.5 1.7 33.2 71.8 100.6 133.0 159.3 195.4 210.9

計 566.6 566.5 566.5 566.5 566.6 566.5 566.6 566.5 566.5

（５） 組織の見通し

（２）配管の健全度
　現在、市内には導水管、送水管、配水管合計で約570㎞布設されています。口径は20㎜～500㎜です。2019年度では健全管路が82％（462.9
㎞）ですが、ビジョンの最終年（2028年度）には73％（411.0㎞）と9％減少します。計画的な配管の更新が必要となります。

　策定計画期間中に、窓口業務の民間委託や上水道事業と簡易水道事業の事業統合、下水道事業の公営企業法全部適用に伴う上水道との
組織統合を行い、執行体制の組織再編による事務の効率化ならびに市民サービスの向上を図りました。
　しかし、現在の水道施設の保有状況、災害時の人員体制及び技術の継承の観点を踏まえると、これ以上の人員の削減は困難な状況にあり
ます。今後、老朽化施設の更新や修繕件数の増加が予測されることから、特殊性のある水道部門専門の業務を理解し、実行できる職員の育
成及び事業量に応じた技術職員の配置の検討、また、民間事業者のノウハウをさらに活用する等、業務の効率化への取り組みを一層努め
て、組織体制を強化する必要があります。

施設の見直し

（１）施設の健全度
令和元年度（2019年度）は健全施設は81％ありますが、策定期間の最終年である2029年度には57％と24％低くなる見込みです。一層のメンテ
ナンス、補修をするとともに更新計画を立て実施することが状況です。
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３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

　水道ビジョンで掲げている基本理念「将来を見据えた事業経営、安心・安全で災害に強い水環境整備」に基づき、基本目標の「安全・強靭・持
続」を達成するために、経営基盤の強化、水の安定供給と強靭性の確保に努めます。

分類 施策・方針

安全対策
水質監視の強化

停電対応

強靭対策

安全な水の供給水源確保

水道未普及地の解消

水道施設の計画的な更新

水道施設の老朽化対策と耐震対策

水道管路の耐震化と更新計画

災害に強い水道施設の構築

　老朽化が進み、更新時期を迎える施設・管路が多数あることから、投資については策定期間の建設改良費の年平均が６億円以下になるよう
設定して、投資額を平準化し、経営健全化を図りながら計画をすすめます。なお、更新にあたっては、水道ビジョンにおいて、施設・管路ともに
法廷耐用年数の約1.5倍である実使用年数を基準に、老朽化資産を累積させないように更新していきます。
　
【水道施設の更新】
　水道施設の更新計画は、令和4年度に実施した水道施設の更新計画及び施設簡易診断に基づき、更新の優先度が高い施設を選定し、計画
的に実施していきます。なお、計画期間中の更新計画は以下に示します。
　〇現在進行中の重富水道施設の新設工事は、管理室築造工事、重富ポンプ場築造工事、重富ポンプ場電気設備工事を行います。
　〇老朽化が顕著で近年頻繁に不具合が発生している中央浄水場の電気設備と非常用発電機を更新します。
　〇老朽化した各施設の濁度計、残留塩素計、減圧弁を更新します。
　〇老朽化した小山田合流槽を更新します。
　〇取水設備を更新するため、さく井工事を行います。
　
【管路の更新】
　管路の更新計画は、令和３年度に作成した管路耐震化・更新計画に基づき、更新の優先度が高い管路を選定し、計画的に耐震化を実施して
いきます。
　特に、法定耐用年数（40年以上）経過した基幹管路（口径50以上）の耐震化を優先的に更新して、長寿命化に計画的に取り組みます。

②　収支計画のうち財源についての説明

目 標 健全で計画的な事業経営の実現に努めます。

持続対策
将来を見通した水道経営

人材育成

（２）　投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

目 標 将来にわたって安全安心な水道水を安定的に供給できるよう効率的で計画的な施設整備に努めます。

【水道料金】
　水道料金は、当初の経営戦略では令和５年度に料金改定をする予定でしたが、投資計画を見直したことにより、概ね収支は均衡していく見込
みとなったため、令和１０年度以降へ先送りできるという結論にいたりました。ただし、今後も給水収益の動向を注視していきます。

【繰入金】
　統合前の簡易水道の企業債元利償還金については、一般会計から繰入金として計上します。
　飲料供給施設の事業については、一般会計から繰入金を受け入れて運営していきます。

【補助金】
　法廷耐用年数（40年）を経過した基幹管路の更新については、国の生活基盤施設等耐震化等補助金を活用して耐震化に取り組みます。

【企業債】
　建設改良費の財源である企業債は、投資計画の見直しにより事業費を平準化することで借り入れ額を均一化し、今後、借り入れ額を抑制し
ていくことで、企業債に依存することのないよう、起債残高の削減を目指します。



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

広 域 化
　鹿児島県の広域化推進プランに基づき、姶良・伊佐地区での広域連携について関係事業体と連携
して、実情に応じた広域連携のあり方について検討していきます。

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

　令和元年度から窓口業務等を民間業者へ委託することにより、業務の効率化を図ってきました。今
後、より効果的に民間のノウハウを活用するため、委託範囲や官民連携のあり方について検討してい
きます。

　収益的支出については、原則として令和6年度予算額をベースに推計しています。また、主な費用については、以下に示す条件で計上してい
ます。
　〇人件費は給料、手当、法定福利費、引当金を人件費として取り扱い、令和6年度の予算額を予測値として計上しています。
　〇維持管理費は、令和6年度の予算額を予測値として計上していますが、委託料等一部の項目については、個別に予測した計画値を見込ん
で計上しています。
　〇減価償却費は、令和6年度以降は、既往分（令和4年度までの資産に対する減価償却費）に新規分・と除却分を見込んで算出しています。
　〇支払利息は、既往分は、令和4年度借入分までの償還計画に基づくもので算出しています。新規分については、令和6年度以降は2億円以
内とし、年利率1.4％償還期間40年、半年年賦元利均等償還の場合を見込んで算出しています。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

　今後の水需要を的確に把握し、使用水量の状況を踏まえたうえで、施設規模や管路の口径、配置
等の合理化を検討していきます。

そ の 他 の 取 組 　今後、検討事項が発生し次第、適宜検討を行います。

料 金
　現在の計画期間では、現行料金体系のままとしますが、料金収入の減少が見込まれる令和１１年度
以降の次期計画期間中の収支のバランスを注視しながら、定期的に料金水準の妥当性について検討
していきます。

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

　アセットマネジメントに基づく更新計画の検証を引き続き行うとともに、将来の給水人口や水需要を
的確に把握し、使用水量の状況を踏まえたうえで、施設規模や管路の口径、配置等の合理化を検討
していきます。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

　第１配水池の更新計画を優先的に実施したうえで、加治木地区の第２配水池と第３配水池の統合計
画とダウンサイジングを考慮して検証していきます。

そ の 他 の 取 組 　今後、検討事項が発生し次第、適宜検討を行います。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　この経営戦略は令和元年度から令和１０年度までの１０年間について、水道事業経営の方向性を示
しています。事業運営を行う上で、市の発展形態、水需要等の将来予測とどの程度財源が必要なの
かを検討し、必要財源を把握し、どうやって確保するのか対策を立てることが重要です。
　今回、これまでの収支状況や更新事業等の進捗状況から投資・財政計画を検証した結果を踏まえ、
令和６年３月に改正しました。
　これからも、事業の進捗状況を踏まえ、健全な経営が持続できるよう進捗管理を行い、必要に応じて
見直していきます。

企 業 債

　投資計画に対する今後の企業債の借入限度額を２億円に設定し、可能な限り企業債の借り入れ額
を抑制することを基本とし、内部留保資金及び積立金との調整を図りながら、将来的に企業債残高が
減少していくよう、投資・財政計画の見直しを検討します。
　また、補償金免除繰上償還制度が実施された場合は、積極的に活用し、利息の縮減に努めます。

繰 入 金
　国の繰出し基準に基づく経費については、一般会計と経費負担区分を明確化し繰り入れを行いま
す。また、飲料供給施設の適正な維持管理を図るため、一般会計から経費を繰り入れます。

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

　未利用財産（土地、不用品など）の処分や貸付等、資産の有効活用について検討し、積極的に収入
増加の取組を検討していきます。
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